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愛知勤労身体障害者体育館指定管理者募集要項 

 

愛知県（以下「県」という。）は、愛知身体障害者体育館（以下、「本施設」又は「施設」

という。）について、より効果的で効率的な管理運営を進め、県民サービスの向上を図るた

め、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項、愛知県労働者福祉施設条

例（昭和３９年愛知県条例第２３号。以下「条例」という。）及び指定管理者による公の施設

の管理に関する条例（平成１７年愛知県条例第５２号）の規定に基づき、以下のとおり施設の

管理運営に関する業務を行う指定管理者を募集します。 

 

第１ 施設の概要 

１ 名 称 

愛知勤労身体障害者体育館 

２ 設置目的・役割 

勤労身体障害者が自由時間を活用し、心身の健全な発達と勤労意欲の高揚に資すること

を目的として、勤労身体障害者のための体育施設を設置する。 

３ 沿 革 

昭和５３年１１月  開館 

          管理委託先（社会福祉法人 愛知県厚生事業団） 

平成 ２年 ２月  施設改修（駐車場屋根取付） 

平成 ６年 １月  施設整備（体育館外壁・屋根防水改修） 

平成 ６年 ４月  管理委託先変更（財団法人 愛知県障害者スポーツ協会） 

平成１１年 ４月  管理委託先変更（社会福祉法人 愛知県社会福祉協議会） 

平成１８年 ４月  指定管理者制度導入（社会福祉法人 祖父江愛照会） 

４ 所在地 

稲沢市祖父江町祖父江寺西１４番５ 

※資料１「愛知勤労身体障害者体育館案内図」参照 

５ 施設の規模等 

着工年月日：昭和５３年 ３月１５日 

竣工年月日：昭和５３年１０月３１日 

開館年月日：昭和５３年１１月２３日 

敷地面積 ：７,９７７.５０㎡ 

建築面積 ：体育館  １，２７７．３９㎡ 

駐車場上屋  １６６．２０㎡ 

建築延面積：体育館  １，１６３．４５㎡ 

駐車場上屋  １６６．２０㎡ 

建物の構造：体育館   鉄筋コンクリート造一部鉄骨造平屋建 

駐車場上屋 鉄骨造平屋建て 

駐車場  ：２８台駐車可能 

総工費  ：１９２，７４０千円 

※資料２「愛知勤労身体障害者体育館平面図・敷地図」参照 

６ 施設の利用状況 

※資料３「愛知勤労身体障害者体育館の利用状況」参照 

７ 施設使用料 

※資料４「現行施設使用料」参照 
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第２ 募集の内容 

１ 指定管理者が行う業務（以下「指定管理者業務」という。） 

（１）施設の利用を許可すること。 

（２）施設の利用の許可に条件を付けること。 

（３）施設の利用の中止を承認すること。 

（４）施設の利用に係る指示をすること。 

（５）施設の利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずること。 

（６）その他施設を維持管理し、及び運営すること。 

２ 指定管理者が行う管理の基準 

（１）関係法令並びに条例及び条例に基づく規則等の規定を遵守し、誠実に指定管理者業

務を行うこと。 

（２）施設を利用しようとする者に対して不当な差別的取扱いをしないこと。 

（３）指定管理者業務に関連して取得した個人に関する情報その他の情報を適切に取り扱

うこと。 

（４）（１）から（３）のほか、知事が定める基準 

◎ なお、業務及び管理の基準の詳細は「愛知勤労身体障害者体育館管理運営業務仕

様書」（以下「仕様書」という。）により定めます。 

３ リスク分担 

県とのリスク分担は、別表「リスク分担表」のとおりとします。 

４ 指定の期間（予定） 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） 

５ 業務に必要な経費等 

県が指定管理者に支払う経費（以下「指定管理料」という。）をもって、業務を行うも

のとします。県は、施設の管理運営に必要な経費として、予算額の範囲内で年度ごとに指

定管理料を支払います。この場合の支払時期や方法その他細目的事項については、協議の

上決定し、年度別協定で定めます。 

額の確定後は、運営によって過不足が生じた場合でも、原則として指定管理料の変更は

認めないこととします。 

なお、施設の過去３か年の収支の状況は、資料５のとおりです。 

 

第３ 申請に係る事項 

１ 指定管理者の申請資格 

指定管理者の指定を申請することのできるものは、指定期間中に施設を安全円滑に管理

運営することのできる法人その他の団体（以下「法人等」という。）又は複数の法人等が

共同する団体（以下「共同体」という。）であることとします。個人での申請はできませ

ん。 

また、次に掲げる（１）から（６）までのすべての要件を満たす必要があるものとしま

す。 

（１）地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により本県又は他の地方公共団体から指

定を取り消され、当該処分の日から起算して２年を経過しないものでないこと、及び

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者で

ないこと。 

（２）役員（法人でない団体の代表者又は管理人を含む。）及び施設に配置する職員に、

次のアからウのいずれかに該当する者がないこと。 

ア 破産者で復権を得ない者 

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっ

た日から２年を経過しない者 

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第６号に規定する暴力団員及びその利益となる活動を行う者 
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（３）次のアからウまでのいずれかに該当する者でないこと。 

ア 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなさ

れた者及びその開始決定がされている者 

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがなさ

れた者及びその開始決定がされている者（同法附則第２条の規定によりなお従前の

例によることとされる更生事件に係るものを含む。） 

ウ 破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされた者

及びその開始決定がされている者（同法附則第３条第１項の規定によりなお従前の

例によることとされる破産事件に係るものを含む。） 

（４）法人税、消費税、法人事業税、法人都道府県民税及び地方消費税を滞納している者

でないこと。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。 

（６）申請書類提出の日から指定管理者候補者の選定通知を受けた日までに愛知県から指

名停止の措置を受けていないこと。 

２ 申請手続等 

申請は、次の必要な書類を作成のうえ提出してください。 

なお、共同体による申請の場合には、（２）ウの「申請する法人等に関する書類」は構

成員であるすべての法人等のものを提出してください。 

また、中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合によ

る申請の場合で、申請書類提出時点で業務の配分を受ける組合員が決まっている場合に

は、（２）ウの「申請する法人等に関する書類」は配分を受けるすべての組合員のものを

提出してください。 

（１）提出部数 

申請書類は、原本１部、副本１１部を提出してください。 

なお、原本、副本とも目次・ページ数を付け、二穴綴じファイルに綴じるとともに、

ファイルの表紙及び背表紙に申請者及び申請する公の施設の名称を明記してください。 

（２）申請書類 

ア 指定管理者指定申請書・・・・・・・・・・・・・・（様式１） 

イ 指定管理者業務の実施に関する計画書・・・・・（様式２、３） 

ウ 申請する法人等に関する書類 

（ア）定款、寄附行為、規約その他これに代わる書類 

（イ）法人にあっては当該法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者

の住民票の写し 

（ウ）申請を行う日の属する事業年度の収支予算書並びに直近２事業年度の事業報告

書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの（グループ企業で連結

決算を行っている場合には、加えて連結決算書） 

（エ）法人税、消費税、法人事業税、法人都道府県民税及び地方消費税に関する納税

証明書（過去３年分） 

（オ）社会的価値の実現に資する取組に関する申告書・・（様式４） 

（カ）法人等概要書・・・・・・・・・・・・・・・・・（様式５） 

※法人等の事業内容がわかるパンフレット等があれば、併せて提出してくださ

い。 

（キ）法人等の主要業務実績一覧・・・・・・・・・・・（様式６） 

エ 誓約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（様式７） 

オ 共同体構成員届（共同体の場合）・・・・・・・・・（様式８） 

カ 共同体協定書の写し（共同体の場合）・・・・・・・（様式９） 

キ 共同体委任状（共同体の場合）・・・・・・・・・・（様式１０） 

（３）現地説明会及び質問受付等の実施及びスケジュール 
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ア 現地説明会の開催 

日  時：令和７年８月６日（水）午前１０時から 

集合場所：愛知勤労身体障害者体育館多目的室 

参加申込：様式１１に、必要事項を記入の上、郵送、ＦＡＸ又は電子メールによ

り、愛知県労働局労働福祉課企画・勤労福祉グループ宛にお送りくださ

い。 

申込締切：令和７年７月３０日（水）午後５時まで 

留意事項：・現地説明会では、施設の設置目的、管理運営の基本方針・理念、施設

の現況、過去の指定管理料の推移等の詳細情報をご説明し、希望者に

は施設見学を行いますので、指定管理者に申請する予定の方は、でき

る限り参加してください。なお、指定管理者募集要項及び業務仕様書

については、当日配布する資料には含まれませんので、必ず御自身で

準備してください。 

・参加人数については、１申請者につき２人までとしてください。 

・当日配布する資料について、現地説明会に出席できない方には、現地

説明会の翌日以降、愛知県労働局労働福祉課で配布いたします。 

イ 募集内容等に係る質問の受付 

受付期間：令和７年８月２０日（水）午後５時まで 

質問方法：別紙質疑書（様式１２）を郵送、ＦＡＸ又は電子メールにより、愛知県

労働局労働福祉課にお送りください。 

回答方法：受け付けた質問に対する回答や現地説明会における質疑応答（事業者等

独自の提案に関わるものと判断される場合を除く）をとりまとめ、令和

７年８月２７日（水）を目途に、県のウェブページ

（http://www.pref.aichi.lg.jp/rodofukushi/koubo2025.html）にて回

答する予定です。 

（４）申請書類の受付 

受付期間：令和７年９月３日（水）から９月１０日（水）までの午前９時から午後５

時まで 

※ただし、土日及び祝日は除きます。 

受付場所：愛知県労働局労働福祉課 

受付方法：申請書類一式を、郵送又は持参により提出してください。なお、郵送の場

合にも、上記受付期間内必着とします。 

（５）留意事項 

上記各種書類を郵送、ＦＡＸ又は電子メールにて提出した場合は、届いているかどう

かの確認を電話により行ってください。 

３  指定管理者業務の実施に関する計画書の作成 

（１）「指定管理者指定申請書総括表」の作成について 

様式２－２「指定管理者指定申請書総括表」は、（２）の各計画事項の要点を簡潔に

記入してください。 

様式２－２の作成においては、フォントは１０．５ポイントとし、行数（６８行）、

行文字数（４０字）を変更せずに作成してください。 

様式２－２は、電子ファイルでも提出してください。 

（２）計画の作成について 

計画１から計画１６までの事項ごとに所定の様式に指定管理者としての考え方を記入

してください。 

図、表等を使用してもかまいません。また、ページ数が複数となってもかまいません

が、各計画について１～３ページ程度（各計画内で添付する様式については、これに含

まない。）で記入してください。 

なお、事業協同組合による申請の場合で、申請書類提出時点で業務の配分を受ける組
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合員が決まっている場合には、業務を行う組合員の名称及び業務の内容、事業協同組合

と組合員の責任体制、組合員の脱退時における対応策等を必要に応じて記入してくださ

い。 

 

計画一覧 

計画１ 平等な利用の確保に関する方針（詳細は様式 3-1） 

計画２ 施設の基本的な管理運営方針（詳細は様式 3-2） 

計画３ 施設の維持管理についての考え方（詳細は様式 3-3） 

計画４ 利用者サービス向上への取組（詳細は様式 3-4-1・3-4-2） 

計画５ 利用促進への取組（詳細は様式 3-5） 

計画６ 地域や関係機関との連携についての考え方（詳細は様式 3-6） 

計画７ 経費縮減への取組（詳細は様式 3-7） 

計画８ 管理運営に係る収支計画の概要（詳細は様式 3-8-1･3-8-2･3-8-3） 

計画９ 施設管理に関する技術等（詳細は様式 3-9） 

計画１０ 施設管理の実施体制の概要（詳細は様式 3-10-1･3-10-2･3-10-3） 

計画１１ 人材育成の方針（詳細は様式 3-11） 

計画１２ 緊急時の体制の概要（詳細は様式 3-12） 

計画１３ 個人情報保護及び情報公開に対する考え方（詳細は様式 3-13） 

計画１４ 諸規程の整備又は方針（詳細は様式 3-14） 

計画１５ 管理運営に係るＰＲ事項（詳細は様式 3-15） 

計画１６ 自主事業に関する提案（様式は任意） 

 

（３）指定管理者業務の実施に関する計画書作成上の条件 

ア 指定管理者業務の実施に関する計画書の作成に当たっては、当募集要項、仕様書等

に記載されていることを遵守してください。また、法令等に定められていることにつ

いては、これを遵守してください。 

イ 収支計画書（様式３－８－２）は、指定全期間にわたる収支予測を年度別に作成し



 

8 

てください。 

ウ 指定管理者業務の実施に関する計画書はＡ４判で作成してください。また、ページ

数を中央下に表記してください。 

（４）自主事業に関する提案 

指定管理者業務以外に、施設の設置目的を妨げず、かつ、利用者の便宜向上に資する

ことを目的として、施設内において自らの責任により自主事業を行うことができます。 

施設の利用率向上、利用者サービスの向上等に貢献できる自主事業に関する提案があ

れば、任意の様式により事業計画を提出してください。 

なお、自主事業を行うためには、施設の利用許可又は行政財産の目的外使用許可が必

要になるとともに、利用料金又は使用料の支払いが必要になります。 

 

第４ 審査及び指定管理者候補者の選定に係る事項 

１ 審査の方法 

県は、愛知県労働局指定管理者等選定会議（以下「選定会議」という。）における審査

結果等を踏まえ、指定管理者として最も適切で優秀な団体を指定管理者の優先交渉権者と

して選定します。なお、最終的には、県議会の議決を経て、愛知県が指定管理者を指定しま

す。 

２ 審査の日程 

審査は、令和７年９月中旬から下旬を予定しています。プレゼンテーション、ヒアリン

グ等を行う場合には、別途連絡します。 

３ 愛知県労働局指定管理者等選定会議 

愛知勤労身体障害者体育館を所管する愛知県労働局職員及び外部有識者等で構成しま

す。 

４ 審査基準等 

指定管理者による公の施設の管理に関する条例第３条第３項各号の基準により、県にお

いて、優先交渉権者を選定します。 

審査基準ごとの審査の観点及びウエイトは、別紙のとおりとします。 
 

 

第５ 指定管理者の指定及び協定締結に係る事項 

１ 指定管理者の候補者の選定 

県は、選定会議の審査結果等を踏まえ、最も適切で優秀な団体を優先交渉権者として両

者の間で細目協議を行います。細目協議が整った段階で、指定管理者候補者として選定し

ます。 

なお、優先交渉権者と協議が整わない場合には、優先交渉権者との協議を中止すること

とし、次点となった者との間で改めて協議を行うこととします。 

指定管理者の候補者の選定結果は、令和７年１０月下旬頃を目途に、審査を受けた団体

のすべてに文書により通知するとともに結果は、県のウェブページなどで公表します。 

２ 指定管理者の指定 

県は、指定管理者の指定に関する県議会の議決を経て、指定管理者の指定を行います。 

また、指定管理者の指定をしたときはその旨を文書で通知するとともに公告を行います。 

３ 指定管理者との協定締結 

県と指定管理者は、先に実施した細目協議の内容を前提に、更に業務を実施する上で必

要となる詳細事項について協議を行い、これに基づき協定を締結します。 

協定は、指定期間を通じての基本的な事項を定めた「基本協定」と、年度ごとの事業実

施に係る事項を定めた「年度別協定」を定めることとします。なお、その際に収入印紙の

貼付が必要な場合には、指定管理者の負担とします。 

（１）基本協定の内容 

ア 施設及び業務等に関する事項 
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イ 指定管理料及び利用料金に関する事項 

ウ 事業報告・業務報告に関する事項 

エ 物品等に関する事項 

オ 業務の一部の再委託に関する事項 

カ 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項 

キ 指定管理者業務に係る情報の公開に関する事項 

ク 災害発生時の対応に関する事項 

ケ 法令等の遵守に関する事項 

コ 事業評価の実施に関する事項 

サ 指定期間満了時における事項 

シ 損害賠償等に関する事項 

ス 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項 

セ その他 

（２）年度別協定の内容 

ア 当該年度の業務内容に関すること 

イ 当該年度に県が支払うべき管理費用に関する事項 

ウ その他 

 

第６ 業務の適正な実施に関する事項 

１ 業務の再委託等の制限 

指定管理者が業務の全部を一括して、又は業務の主たる部分を一括して第三者に委託又

は請け負わせることを禁じます。 

業務の一部分のみを第三者に委託又は請け負わせる場合には、あらかじめ県に申請し、

承認を受けるようにしてください。 

２ 暴力団の排除 

公の施設が暴力団の活動に利用されることにより、当該暴力団の利益になると認めると

きは、指定管理者は、県の策定する利用許可に関する審査基準に基づき、これを許可して

はなりません。 

３ 個人情報の取り扱い 

指定管理者業務に従事している者及び従事していた者は、本施設の指定管理者業務を実

施するにあたり知り得た個人情報の内容について、みだりに他人に知らせ、又は不当な目

的に使用することを禁じます。正当な理由なく当該個人情報を提供した場合は個人情報の

保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）に基づく罰則が適用される場合がありま

す。 

４ 情報公開への対応 

指定管理者は、本施設の指定管理者業務に係る情報について別途情報公開要綱等を策定

し、情報公開に努めることとします。 

５ 災害等発生時の対応 

災害等が発生した場合には、指定管理者は速やかに県に連絡するとともに、被害を最小

限に止めるよう早急に対応措置をとる義務を負います。また、県が施設の利用制限、応急

活動への参加等を要請したときは、これに最大限協力するよう努めなければなりません。 

６ 法令等の遵守 

指定管理者は、業務の遂行に関連する法規を遵守しなければなりません。 

特に、条例並びに愛知勤労身体障害者体育館管理規則（昭和４５年愛知県規則第６０

号）のほか、以下の法令の遵守に気をつけてください。 

（１）地方自治法（昭和22年法律第67号） 

第２４４条第２項 指定管理者は、正当な理由がない限り、住民が施設を利用するこ

とを拒んではならない。 

第２４４条第３項 指定管理者は、住民が施設を利用することについて、不当な差別
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的取り扱いをしてはならない。 

（２）労働基準法（昭和２２年法律第４９号） 

（３）消防法（昭和２３年７月２４日法律第１８６号）、水道法（昭和３２年６月１５日法

律第１７７号）その他施設又は設備の維持管理又は保守点検に関する法令 

（４）その他施設内で管理運営する業務に関連するすべての法令 

 

第７ 業務の継続が困難となった場合等の措置について 

指定管理者との協定に基づく指定期間中において、指定管理者による業務の継続が困難

になった場合等の措置は、次のとおりとします。 

１ 指定管理者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合等 

指定管理者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難になった場合又はそのおそれ

が生じた場合は、指定管理者は速やかにその旨を県に報告するものとします。この場合、

県と指定管理者は、指定管理者業務の継続の可否について協議するものとし、一定期間内

に協議が整わない場合は、指定管理者は県に指定の取消しを申し出ることができるものと

します。なお、この場合において、県に生じた損害は指定管理者が賠償するものとしま

す。また、次期指定管理者が円滑に支障なく施設の管理運営業務を遂行できるよう、引き

継ぎを行うものとします。 

２ その他の事由により業務の継続が困難となった場合等 

災害その他の不可抗力等県及び指定管理者双方の責めに帰すことができない事由によ

り、業務の継続が困難になった場合、県又は指定管理者は指定の取消しの協議を求めるこ

とができるものとします。 

なお、施設の指定管理者業務を行っている指定管理者が指定期間終了又は指定取消しな

どにより次期指定管理者に業務を引き継ぐ際は、円滑な引き継ぎに協力するとともに、必

要なデータ等を遅滞なく提供しなければならないこととします。 

 

第８ 申請に関する留意事項 

１ 審査の対象又は優先交渉権者からの除外 

申請者が次に掲げる場合に該当したときは、その者を審査の対象または優先交渉権者か

ら除外します。 

（１）選定会議の構成員又は応募に関する業務に従事する県職員若しくは関係者に対し、応

募について不正な接触の事実が認められた場合 

（２）申請書類に虚偽の記載があった場合 

（３）第３第１項に示す指定管理者の申請資格を満たしていないことが判明した場合又は満

たさなくなった場合 

（４）申請者による業務履行が困難であると判断される事実が判明した場合 

（５）著しく社会的信用を損なう行為等により、申請者が指定管理者として業務を行うこと

について相応しくないと県が認めた場合 

（６）その他不正な行為があったと県が認めた場合 

２ 業務開始前における指定の取消し 

指定管理者が業務を開始する前においても次に掲げる事項に該当するときは、その指定

を取り消すことがあります。 

（１）正当な理由なくして協定の締結に応じない場合 

（２）資金事情の悪化あるいは管理体制が整わない等により、指定管理者として行う業務の

履行が確実でないと県が認めた場合 

（３）著しく社会的信用を損なう行為等により、指定管理者として業務を行うことについて

相応しくないと県が認めた場合 

（４）１の各項目に該当する場合 

３ 申請書類等の取り扱い 

（１）著作権 
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県が提示する設計図書等の著作権は県及び作成者に帰属し、申請者の提出する書類の

著作権は申請者に帰属します。なお、当該募集において公表する必要がある場合その他

県が必要と認めるときは、県は申請者の提出書類の全部又は一部を無償で使用できるも

のとします。 

（２）特許権 

申請書類の内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令

に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、維持管理手法等を用

いた結果生じた事象に係る責任は、すべて申請者が負うものとします。 

（３）記載内容の変更等の禁止 

提出した書類は、原則としてこれを書き換え、差し換え、又は撤回することはできま

せん。 

（４）返却等 

申請書類は審査のため、審査会及び選定委員会の委員に配付することがあります。ま

た、提出された申請書類は、理由の如何を問わず返却しません。 

（５）公表 

申請書類は、情報公開の対象文書となるため、情報公開条例の規定に基づき開示する

場合があります。 

４ 費用負担 

申請に係る費用については、すべて申請者の負担とします。 

５ 言語、通貨及び単位 

申請書類に使用する言語、通貨及び単位は、原則として日本語、日本国通貨、日本の標

準時及び計量法（平成４年法律第51号）に定める計量単位としてください。 

６ ネーミングライツ（施設の命名権付与） 

施設において、ネーミングライツを導入した場合、県とネーミングライツ パートナー

（以下「パートナー」という。）との契約に基づき、看板やウェブページ、広報チラシ等

の媒体に愛称を使用することとなります。 

なお、ネーミングライツの導入により、新たな経費等が発生する場合（看板や広報チラ

シの変更等）は、県又はパートナーが負担します。 

７ その他 

（１）本施設に複数の申請（共同体の構成員としての申請を含む。）をすることはできませ

ん。なお、県の他の施設に関して指定の申請をすることはできます。 

（２）指定管理者指定申請書提出後に申請を辞退する場合には、審査会開催日の前日まで

に、指定管理者指定申請辞退届（様式１－２）により申し出てください。 

 

第９ 事業実施状況のモニタリング(監視)等 

１ モニタリング（監視）、評価の実施及び結果の公表 

愛知県労働局は、施設が設置目的に沿って適切に管理されるように、業務仕様書に基づ

き、指定管理者から提出される月例業務報告書、実績報告書、利用者満足度調査結果、利

用者からの苦情・意見の内容及び事故・災害報告等により、業務の実施状況をモニタリン

グ（監視）、評価します。なお、モニタリング（監視）、評価は、次の方法により行いま

す。 

（１）県が行う評価 

県は、モニタリング等に基づき、指定期間中の指定管理者の管理運営状況（利用状況、

事業計画の達成状況、収支状況、法令の遵守等）についての事業評価を実施し、その結

果を公表します。なお、詳細については協定において定めるものとします。 

（２）指定管理者が行う自己評価 

指定管理者は、毎事業年度終了後、管理運営業務の自己評価を行い、県に自己評価調

書を提出するものとします。 

（３）利用者アンケートの実施 
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指定管理者は、利用者の満足度をアンケート等で把握し、その結果及び対応状況につ

いて愛知県に報告するものとします。 

・簡易アンケート（施設の窓口に常時アンケート用紙を備え、利用者に記入していただ

くなど、簡便な方法で随時実施する） 

・詳細アンケート（アンケート用紙を利用者に一斉に送付し、回収・分析するなど、詳

細な内容で定期的に実施する） 

また、利用者からの苦情・意見等については、その概要や対応等について業務日報に

記録し、県へ報告していただきます。 

（４）外部有識者等の評価・検証 

県は、施設の管理運営状況や県のモニタリング実施手順等の評価・検証を目的とし

て、指定期間の中間年度を目途に、外部有識者等で構成する愛知県労働局指定管理者モ

ニタリング会議を開催するため、指定管理者に対して会議への出席、帳簿書類その他の

記録の提出を求める場合があります。 

２ 県の監査委員による監査 

県の監査委員等が愛知県の事務を監査するために必要があると認める場合、指定管理者

に対して帳簿書類その他の記録の提出を求める場合があります。 

３ 指定の取消し等 

（１）指定の取消し事由等 

第８の２に掲げるほか、次のような場合に、県は、指定管理者に対して指定の取消し

等（取消し、又は期間を定めて指定管理者業務の全部又は一部の停止）の措置を行う場

合があります。 

ア 指定管理者が関係法令、条例、基本協定又は年度別協定の規定に違反した場合。 

イ 指定管理者が関係法令、条例、基本協定又は年度別協定の規定に基づく甲の指示に

従わない、又は指示によっても業務内容に改善が見られないと認められた場合。 

ウ 指定管理者の経営状況の悪化又は不可抗力等により、指定管理者業務を継続するこ

とが不可能又は著しく困難であると認められる場合。 

エ 指定管理者が基本協定に基づく県への報告を行わず、又は虚偽の報告をし、若しく

は調査を妨げた場合。 

オ 指定管理者が違法行為を行った場合等、指定管理者業務を行わせておくことが社会

通念上著しく不適当と判断される場合。 

カ 指定管理者が、指定管理者からの暴力団排除に関する合意書に規定する排除対象法

人等に該当すると認められた場合。 

キ 指定管理者から第７の１の申し出があった場合。 

ク 第７の２の指定の取消しの協議の結果、やむを得ないと判断した場合。 

（２）指定が取り消された場合等の賠償 

指定管理者の責めに帰すべき事由により指定が取り消され、又は業務の全部若しくは

一部が停止された場合、指定管理者は、県に生じた損害・損失や増加費用を賠償しなけ

ればなりません。その他の場合は、県と指定管理者は協議するものとします。 

４ 業務の引継ぎについて 

指定期間の終了若しくは指定の取消しにより、次期指定管理者に業務を引き継ぐ場合に

は、県の指示に従い円滑な引継ぎに協力していただきます。 

 

第１０ 問い合わせ先及び各種書類の提出先 

愛知県労働局労働福祉課企画・勤労福祉グループ 

〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号（愛知県庁本庁舎２階） 

電 話 ０５２－９５４－６８９９（ダイヤルイン） 

ＦＡＸ ０５２－９５４－６９２４ 

メールアドレス：rodofukushi@pref.aichi.lg.jp 

 



 

13 

（別 紙）             審査基準等 

 
※「条例」：指定管理者による公の施設の管理に関する条例 

指定基準 審査の観点 観点の細目等 配点 

１ 

業務計画に基づ

く管理により当

該公の施設にお

ける県民の平等

な利用の確保が

図られること 

（条例第３条第

３項第１号） 

利用者の平

等な利用の

確保 

施設の役割・設置目的を踏まえた適切で

公平な対応か 

確保されな

い場合は失

格 

２ 

業務計画の内容

が当該公の施設

の設置の目的を

効果的に達成す

ることができる

ものであること 

（条例第３条第

３項第２号） 

施設の設置

目的との整

合性 

管理運営に関する基本的な考え方（運営

方針・理念）、維持管理の基本的な考え

方及び取組内容 

45 5 5 

申請者の取

組姿勢 
本事業への参加意欲、抱負、ＰＲ事項 

5 5 

利用者に対

するサービ

スの 向上 

利用者ニーズの把握と分析及び反映 23 5 

トラブルや苦情等の対処方法 5 

緊急時の体制・対応 5 

自主事業に関する取組内容 5 

その他の取組（接遇、利用者指導等） 3 

施設等の利

用促進策 

利用促進に関する目標値及びその具現

化・実現性 

7 7 

地域等との

連携 
具体性、独創性、実現性、取組姿勢 

5 5 

３ 

業務計画の内容

が当該公の施設

の設置の目的を

効率的に達成す

ることができる

ものであること 

（条例第３条第

３項第２号） 

施設の管理

運 営 に 係

る 県 の 経

費 

経 費 

30 

※1 

４ 

業務計画に基づ

く当該公の施設

の管理を適正か

つ確実に行う能

力を有すること 

（条例第３条第

３項第３号） 

申請者の実

績等 

類似施設の管理運営実績、施設管理に関

する知識や技術を十分に有しているか 

20 5 5 

人 的 能 力

（管理運営

組織） 

業務を確実に実施できる執行体制・責任

体制・人員配置計画、人材の育成計画

（研修計画等） 

6 3 

再委託時の体制（点検、チェック、指導

監督体制） 

3 

経営の安定

性 
業務を安定確実に行える経営規模等 

3 3 

個人情報保

護 等 、 諸

規 程 の 整

備 

個人情報保護、情報公開に対する考え

方、取扱い 

6 3 

諸規程（就業、給与、決裁、会計等）の

整備（充足度、内容の整合性） 

3 

５ 

そ の 他 の 基 準

（※２） 

（条例第３条第

社

会

的

環 境 に

配 慮 し

た 事 業

１ＳＯ１４００１、エコアクション２1、

ＫＥＳ、エコステージのいずれかの環境

マネジメントシステムの認証を受けてい

5 

※

2 

3 1 
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３項第４号） 価

値

の

実

現

に

資

す

る

取

組 

活動 ること。 

自動車エコ事業所の認定を受けているこ

と。 

1 

あいち生物多様性企業認証を受けている

こと。 

1 

障 害 者

等 へ の

就 業 支

援 

障害者雇用状況の報告義務がある事業主

で、障害者法定雇用率を達成しているこ

と（障害者雇用状況の報告義務がない事

業主である場合も加点対象とする。） 

3 1 

名古屋保護観察所に協力雇用主としての

登録を受け、保護観察対象者等（同一人

物）を継続して３か月以上雇用している

こと。（「協力雇用主の登録」のみであ

る場合は2分の1の点数とする） 

1 

当該年度又は前年度に障害者就労施設等

からの物品及び役務の調達実績があるこ

と。 

1 

男 女 共

同 参 画

社 会 の

形成 

あいち女性輝きカンパニーの認証を受け

ていること。（本要件の一つである「女

性の活躍促進宣言の提出」のみである場

合は2分の1の点数とする。） 

2 1 

えるぼし認定もしくはプラチナえるぼし

認定を受けていること。 

1 

仕 事 と

生 活 の

調和 

愛知県ファミリー・フレンドリー企業の

登録を受けていること。 

4 1 

あいちっこ家庭教育応援企業賛同書を提

出していること。 

1 

くるみん認定、トライくるみん認定もし

くはプラチナくるみん認定を受けている

こと。 

1 

愛知県休み方改革マイスター企業の認定

を受けていること。 

1 

その他 

（エコモビリティライフの推進）あいち

エコモビリティライフ推進協議会に加入

し、エコ通勤優良事業所の認証を受けて

いること。 

4 1 

（安全なまちづくりと交通安全の推進）

愛知県安全なまちづくり・交通安全パー

トナーシップ企業の登録を受け、活動報

告書を提出していること。 

1 

（健康づくりの推進）愛知県健康経営推

進企業の登録を受けていること。 

1 

（取引適正化の推進）パートナーシップ

構築宣言を公表していること。 

1 

合 計  100 

※１ 提案額が当該施設の維持管理運営にかかる指定管理料として適当と認められない場合は、

他の提案内容にかかわらず指定管理者候補者として選定しません。 
※２ 「社会的価値の実現に資する取組」の小計点数（16点満点）に16分の5を乗じた点数を付与し

ます。  
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（別 紙） 
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（別 表） 

リスク分担表 

種  類 内     容 
負担者 

県 
指 定 

管理者 

施設の維持管理・運営  ○ 

施設の法的管

理 

使用許可、許可の取消  ○ 

目的外使用許可 ○  

施設内整備、備品の維持管理  ○ 

周辺住民・利用者からの苦情・要望等対応 △ ○ 

施設の修繕 

耐久性を増すための経費 

（例）外壁改修工事、屋上防水改修工事等 
○  

通常の維持管理又は毀損したものの原状回復に要する経費  

（例）体育室建具の調整、窓ガラス補修等 

指定管理者の発意による修繕 

 ○ 

物価の変動 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増  ○ 

金利変動 金利の変動に伴う経費の増  ○ 

法令の変更 
施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 ○  

指定管理者に影響を及ぼす法令変更  ○ 

税制の変更 
施設管理、運営に影響を及ぼす税制変更 ○  

上記以外の税制変更  ○ 

支払遅延 

指定管理者の責めに帰すことのできない理由により、県からの経費

の支払遅延によって生じた事由 
○  

上記の場合以外  ○ 

政治、行政上

の理由による

事業の変更 

政治、行政上の理由から、施設管理、運営業務の継続に支障が生じ

た場合、又は業務内容の変更を余儀なくされた場合の経費及びその

後の維持管理経費における当該事情による増加経費負担 

○  

不可抗力 

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、争乱、暴動その

他の県又は指定管理者のいずれの責めに帰すことのできない自然的

又は人為な現象）に伴う、施設、設備の修復による経費の増加及び

事業履行不能 

○  

書類の誤り 
仕様書等、県が責任を持つ書類の誤りによるもの ○  

事業計画書等、指定管理者が提案した書類の内容の誤りによるもの  ○ 

利用者の安全

確保 

利用者の安全を確保するため、事故を未然に防ぐ措置、対応 
△ ○ 

利用者や第三

者への賠償 

指定管理者として注意義務を怠ったことにより損害（犯罪や事故等

の発生）を与えた場合 
 ○ 

上記以外の理由により損害を与えた場合 ○  

事業終了時の

費用 

指定管理者業務の期間が終了した場合、又は指定管理者が指定期間

途中において業務を廃止した場合における事業者の撤収費用 
 ○ 

  ○：主たる負担者 △：従たる負担者   
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様式名称 様式番号 頁 

指定管理者指定申請書 （様式１－１） ２１ 

指定管理者指定申請辞退届 （様式１－２） ２２ 

指定管理者業務の実施に関する計画書 （様式２－１） ２３ 

指定管理者指定申請書総括表 （様式２－２） ２４ 

計画－１ 「平等な利用の確保に関する方針」 （様式３－１） ２５ 

計画－２ 「施設の基本的な管理運営方針」 （様式３－２） ２６ 

計画－３ 「施設の維持管理についての考え方」 （様式３－３） ２７ 

計画－４ 「利用者サービス向上への取組」 （様式３－４－１） ２８ 

 「勤労身体障害者の利用サービス向上に 

繋がる自主事業」 

（様式３－４－２） 
２９ 

計画－５ 「利用促進への取組」 （様式３－５） ３０ 

計画－６ 「地域や関係機関との連携についての考え方」 （様式３－６） ３１ 

計画－７ 「経費縮減への取組」 （様式３－７） ３２ 

計画－８ 「管理運営に係る収支計画の概要」 （様式３－８－１） ３３ 

  収支計画書 （様式３－８－２） ３４ 

計画－９ 「施設管理に関する技術等」 （様式３－９） ３５ 

計画－１０ 「施設管理の実施体制の概要」 （様式３－１０－１） ３６ 

人員配置計画書 （様式３－１０－２） ３７ 

業務の再委託及びその点検方法 （様式３－１０－３） ３９ 

計画－１１「人材育成の方針」 （様式３－１１） ４０ 

計画－１２「緊急時の体制の概要」 （様式３－１２） ４１ 

計画－１３「個人情報保護及び情報公開に対する考え方」 （様式３－１３） ４２ 

計画－１４「諸規程の整備又は方針」 （様式３－１４） ４３ 

計画－１５「管理運営に係るＰＲ事項」 （様式３－１５） ４４ 

社会的価値の実現に資する取組に関する申告書 （様式４） ４５ 

法人等概要書、法人役員等一覧 （様式５－１・２） ４７ 

主要業務実績一覧、管理運営業務に関する実績状況 （様式６－１・２） ４９ 

誓約書 （様式７） ５１ 

共同体構成員届 （様式８） ５２ 

愛知勤労身体障害者体育館管理運営業務に関する共同体協

定書 

（様式９） 
５３ 

委任状 （様式１０） ５４ 

愛知勤労身体障害者体育館指定管理者募集に係る現地説明

会の参加について 

（様式１１） 
５５ 

愛知勤労身体障害者体育館指定管理者申請に係る質疑書 （様式１２－１・２） ５６ 

（資料）   

愛知勤労身体障害者体育館案内図 （資料１） ５８ 

愛知勤労身体障害者体育館平面図・敷地図 （資料２） ５９ 

愛知勤労身体障害者体育館の利用状況 （資料３） ６０ 

現行施設使用料 （資料４） ６１ 

愛知勤労身体障害者体育館の収支状況 （資料５） ６２ 

地方自治法（抜粋） （資料６） ６３ 

関係条例・規則 （資料７） ６５ 
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（様式１－１） 

 

指定管理者指定申請書 

 

                          年  月  日 

 

 愛知県知事 殿 

              申請者  主たる事務所の所在地 

                   名称 

                   代表者氏名              

 

  下記の公の施設の指定管理者の指定を受けたいので、指定管理者による公の施設

の管理に関する条例第３条第２項の規定により申請します。 

 

                  記 

 

 公の施設の名称 

 

（添付書類） 

 １ 指定管理者業務の実施に関する計画書 

 ２ 定款又はこれに準ずるもの 

 ３ 申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書又はこれに準ずるもの 

 ４ 知事が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの 

 ５ 組織及び運営に関する事項を記載した書類 

 ６ 現に行っている業務の概要を記載した書類 

 ７ その他知事が必要と認める書類 
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（様式１－２） 

 

指定管理者指定申請辞退届 

 

                          年  月  日 

 

 愛知県知事 殿 

 

申請者  主たる事務所の所在地 

                   名称 

                   代表者氏名              

 

  下記の公の施設について、指定管理者の指定を受けるため  年  月  日申

請書を提出しましたが、以下の理由により辞退したいので届け出ます。 

 

                  記 

 

 公の施設の名称： 

 

 申請辞退理由： 

 

 

 



 

23 

（様式２－１） 
 

 

指定管理者業務の実施に関する計画書 

 

 

                                                                           

施 設 名 愛知勤労身体障害者体育館 

住  所  

法人等名  

代表者名  

Ｔ Ｅ Ｌ  

Ｆ Ａ Ｘ  

メールアドレス  

担当者所属  

担当者氏名  
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（様式２－２） 
指定管理者指定申請書総括表（ 愛知勤労身体障害者体育館 ） 

 

申請者の名称（所在地） 
 
 
 

平等な利用の確保に関する方針

（詳細は様式 3-1） 

 
 
 

施設の基本的な管理運営方針 

（詳細は様式3-2） 

 
 
 

施設の維持管理についての考え

方 

（詳細は様式3-3） 

 
 
 

利用者サービス向上への取組 

（詳細は様式3-4） 

 
 
 

利用促進への取組 

（詳細は様式3-5） 

 
 
 

地域や関係機関との連携につい

ての考え方 

（詳細は様式3-6） 

 
 
 

経費縮減への取組 

（詳細は様式3-7） 

 
 
 

管理運営に係る収支計画の概要

（詳細は様式3-8-1･3-8-2･3-8-

3） 

 
 
 
 

施設管理に関する技術等 

（詳細は様式3-9） 

 
 
 

施設管理の実施体制の概要 

（詳細は様式3-10-1･3-10-2･ﾛｰ

ﾃｰｼｮﾝ表･3-10-3） 

 
 
 

人材育成の方針 

（詳細は様式3-11） 

 
 
 

緊急時の体制の概要 

（詳細は様式3-12） 

 
 
 

個人情報保護及び情報公開に

対する考え方 

（詳細は様式3-13） 

 
 
 

諸規程の整備又は方針 

（詳細は様式3-14） 

 
 
 

管理運営に係るＰＲ事項 

（詳細は様式3-15） 
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（様式３－１） 

 「平等な利用の確保に関する方針」 

 愛知勤労身体障害者体育館を管理運営するうえで、利用者の平等な利用の確保に関

する方針について記入してください。 
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（様式３－２） 

 「施設の基本的な管理運営方針」 

 愛知勤労身体障害者体育館の設置目的を踏まえ、どのような管理運営を行っていく

か基本的な考え方を記入してください。（運営方針、理念等） 
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（様式３－３） 

 「施設の維持管理についての考え方」 

 愛知勤労身体障害者体育館の日常的、定期的な安全管理、植栽管理、清掃、設備保

守点検、施設の修繕等について、基本的な考え方及び重視するポイントを記入してく

ださい。 

また、各業務ごとに具体的な方法、内容、頻度等について記入するとともに、年間

の作業計画表（様式任意）を作成してください。 

(1) 基本的な考え方及び重視するポイント 

 

 

 

(2) 具体的な方法、内容、頻度等 

①安全管理 

 

 

 

②植栽管理 

 

 

 

③清掃 

 

 

 

④設備保守点検 

 

 

 

⑤施設の修繕 

 

 

 

⑥その他 
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（様式３－４－１）） 

 「利用者サービス向上への取組」 

 利用者サービスの向上に対する取組について記入してください。また、勤労身体障

害者の利用サービス向上に繋がる自主事業についても（様式３－４－２）に必ず記入

してください。 

(1) どのようにして愛知勤労身体障害者体育館の利用者ニーズの把握と分析を行い、

管理運営に反映するか記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) トラブルが発生した場合や苦情等が寄せられた場合の対処方法や考え方について

記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) その他の取組について記入してください。 
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（様式３－４－２） 

 「勤労身体障害者の利用サービス向上に繋がる自主事業」 

 勤労身体障害者の「心身の健全な発達と勤労意欲の高揚に資する」という設置目的

及び役割の達成のため、勤労身体障害者の利用サービス向上に繋がる自主事業につい

て記入してください。 
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（様式３－５） 

 「利用促進への取組」 

利用促進、利用者増に関する目標値について記入するとともに、その具体的な方針

や手法について記入してください。（勤労身体障害者の新規利用者増のための手法も

必ず記入してください。） 

なお、自主事業を実施する予定がある場合は、別の任意の様式にその内容を記入し

てください。 

（１）目標値 

 

 

 

 

 

 

（２）方針及び手法 

 

 

 

 

 

 

（３）勤労身体障害者の新規利用者増のための手法 
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（様式３－６） 

 「地域や関係機関との連携についての考え方」 

愛知勤労身体障害者体育館の管理運営にあたり、住民との協働や、地域や団体、関

係機関との連携の考え方について記入してください。 
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（様式３－７） 

 「経費縮減への取組」 

愛知勤労身体障害者体育館の管理運営にあたり、どのようにして効率的な管理運営

を行うか、経費の縮減に関する方針や創意工夫について記入してください。 
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（様式３－８－１） 

 「管理運営に係る収支計画の概要」 

収支計画書（様式３－８－２）を作成するとともに、その積算内訳を添付してくだ

さい。（様式任意。ただしＡ４版で作成してください。） 
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（様式３－８－２）  
 「収支計画書」                                                                                                             （単位：千円） 

区  分 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 

収
入 

指定管理料収入      

その他収入      

収入計(ａ)      

管
理
運
営
費
䥹
支
出
䥺 

人件費      

施設管理費 

清掃費      

警備費      

浄化槽保守点検費      

消防設備保守点検費      

電気設備点検費      

修繕費      

植栽管理費      

その他管理費      

運営費 

イベント費      

光熱水費      

事務所運営費      

 キャッシュレス決済業務に係る経費      

管理運営費（支出）計(ｂ)      

収支差(ａ)－(ｂ)      

備考 

※１ 事務所運営費には、通信送信費、印刷製本費、消耗品費、消耗備品費、手数料、会議費、保険料、租税公課費、旅費交通費等を含めて下さい。 
※２ その他特記事項（考え方等）があれば、備考に記入して下さい。 
※３ 積算内訳を添付してください。（なお、積算根拠が分からない場合等について、追加で資料の提出をお願いすることがあります。） 
※４ キャッシュレス決済業務に係る経費には、キャッシュレス決済の実施に必要となる設備等の導入及び保守点検その他の費用に要する費用、キャッシュレス決済に係る支払

手数料等を記入してください。 
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（様式３－９） 

「施設管理に関する技術等」 

愛知勤労身体障害者体育館の管理運営を行うにあたり、貴団体が持っている技術、

手法及び経験等でアピールしたい事項があれば記入してください。 

 



 

 36 

（様式３－１０－１） 

 「施設管理の実施体制の概要」 

愛知勤労身体障害者体育館にどのような能力（資格等）や雇用形態の職員を配置し

て業務を遂行するか、「人員配置計画書」（様式３－１０－２）を作成するとともに

、本部と現地の責任体制・業務実施体制も含め、具体的かつ現実的な計画を記入して

ください。 
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（様式３－１０－２） 
「人員配置計画書」                                                                                         

役  職 担当業務内容 能力、資格、実務経験年数など 
雇 用 形 態 

職員の 

年齢層 
１週間の 

勤務時間 備  考  

正規 
 

ﾊﾟｰﾄ 
 

委託 
 

その他（具体的に記入） 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

※仕様書を確認し必要な職員を記入してください。 
※配置する職員全てについて記入してください。 
※役職については、施設を管理運営するうえで必要と思われる役職を記入してください。ただし、施設の管理運営を総合的に把握し調整する総括責任者（館長）については必

ず記入してください。 
※能力、資格、実務経験年数等は実際に配置する予定職員を想定のうえ記入してください。 
※職員の雇用形態は、実際に勤務する職員を想定して該当する欄に○印を記入してください。 
 正規職員とは、週４０時間程度勤務し貴団体が複数年にわたり雇用する職員とします。パートは、非常勤で臨時に契約する職員とします。 
※職員の年齢層は、２０代、３０代等目安で結構ですので記入してください。 
※施設に常勤する職員を除き、貴団体の本社などで施設の管理に係わる人員を置く場合は、備考欄にその旨記入し、週間勤務時間に施設管理運営業務に係わる時間を記入して

ください。 
※本表とは別に管理運営に係る勤務ローテーション表（標準１ヶ月：Ａ４版、様式任意）の案を作成し提出してください。 
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（様式３－１０－２） 

人員配置計画書（記入例）                                                                                         

役  職 担当業務内容 能力、資格、実務経験年数など 
雇 用 形 態 職員の 

年齢層 
一週間の 

勤務時間 

 

備  考 
正規 ﾊﾟｰﾄ 委託 その他（具体的に記入） 

総括責任者（館長） 
業務全体の把握・調整、他機関

との調整 
 ○    ６０代 ４０ｈ  

副館長 
利用者対応、管理運営業務全般

、経理業務 
障害者スポーツ指導員（初級） ○    ４０代 ４０ｈ  

主事 利用者対応、イベント指導 障害者スポーツ指導員（上級） ○    ３０代 ４０ｈ  

          

 施設清掃（定期）    ○    業者委託 

 施設警備    ○    業者委託 

 浄化槽保守点検    ○    業者委託 

 消防設備保守点検    ○    業者委託 

 電気設備点検    ○    業者委託 

 建築物及び建築設備点検    ○    業者委託 

※仕様書を確認して必要な職員を記入してください。なお、配置する職員全てについて記入してください。 
※役職については、施設を管理運営するうえで必要と思われる役職を記入してください。ただし、施設の管理運営を総合的に把握し調整する総括責任者（館長）については必

ず記入してください。 
※能力、資格、実務経験年数等は実際に配置する予定職員を想定のうえ記入してください。 
※職員の雇用形態は、実際に勤務する職員を想定して該当する欄に○印を記入してください。 
 正規職員とは、週４０時間程度勤務し貴団体が複数年にわたり雇用する職員とします。パートは、非常勤で臨時に契約する職員とします。 
※職員の年齢層は、２０代、３０代等目安で結構ですので記入してください。 
※施設に常勤する職員を除き、貴団体の本社などで施設の管理に係わる人員を置く場合は、備考欄にその旨記入し、週間勤務時間に施設管理運営業務に係わる時間を記入して

ください。 
※本表とは別に管理運営に係る勤務ローテーション表（標準１ヶ月：Ａ４版、様式任意）の案を作成し提出してください。 
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（様式３－１０－３） 

 「業務の再委託及びその点検方法」 

業務の一部を第三者に委託する予定がある場合は､具体的な委託業務内容とともに、

指定管理者としての点検、チェック方法、指導監督方法などについて記入してくださ

い。 
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（様式３－１１） 

 「人材育成の方針」 

 業務に携わる職員の技術や能力育成に関する方針及び研修計画等について記入して

ください。 
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（様式３－１２） 

 「緊急時の体制の概要」 

 事故や災害発生時などの緊急時の体制について、連絡方法及び対応を含めて記入し

てください。また、事故や災害発生時に的確に対応するための平時の取組（職員研修

や施設の構成・構造や特性を踏まえた訓練の実施等）についても、具体的に記入して

ください。 
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（様式３－１３） 

 「個人情報保護及び情報公開に対する考え方」 

 個人情報保護に対する考え方等及び情報公開についての考え方について記入してく

ださい。（規程等を定めている場合は添付してください。） 

（１）個人情報保護に対する考え方及び個人情報の取扱い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）情報公開に対する考え方（要綱等を制定済みであればその内容も） 
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（様式３－１４） 

 「諸規程の整備又は方針」 

 就業、給与、決裁及び会計等の取扱いについて規程等を定めている場合は添付して

ください。明文化したものがない場合はどのような方針で行っているか記入してくだ

さい。 
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（様式３－１５） 

 「管理運営に係るＰＲ事項」 

当該施設管理に対する参加意欲､抱負､ＰＲしたい事項について記入してください｡ 
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（様式４） 
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☑
☑
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（様式５－１） 

法人等概要書 

名 称  

代 表 者 氏 名  

主たる事務所

の 所 在 地 

 

設 立 年 月 日  

資 本 金  

売 上 高  

従 業 員 数  

業 務 内 容  

法人等の特色  
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（様式５－２） 
 

法人役員等一覧（法人名 ：                             ） 

 

役 職 名             
（フリガナ） 

氏   名 
生 年 月 日            性別 住       所 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
※指定管理者の申請資格を確認するため、回答内容について、関係機関に照会することがあり

ます。 
※法人については非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体について

は法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等について記載してください。 
※欄が不足する場合は、行を追加して記載してください。 
※共同体の場合は、すべての構成団体の役員について記載してください。 
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（様式６－１） 

主要業務実績一覧 
 

※本書には過去３箇年程度の主要実績業務について記入してください。 

 （本施設やその類似施設の管理運営業務に関する業務実績がある場合は、様式６－

２に記入してください。） 

※業務内容欄には、業務の概要、受注額、発注者等について詳細に記入してください。

業  務  名 業 務 内 容 備 考 
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（様式６－２） 

愛知勤労身体障害者体育館等の管理運営業務に関する実績状況 
 

※本書には過去３箇年程度の本施設やその類似施設の管理運営業務に関する業務実績

について記入してください。 

※業務内容欄には、施設の概要（施設名称、所在地、施設規模、年間集客数等）、業

務の概要（業務内容、管理運営体制、管理運営業務の期間等）、受注額、発注者等

について可能な限り詳細に記入してください。

業  務  名 業 務 内 容 備 考 
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（様式７） 

                                                                                          

誓 約 書 

 

        

  愛 知 県 知 事  殿    

 

                               年   月   日            

                                                                                          

      

所在地 

 

                                         団体名       

 

                                         代表者氏名               

 

（共同体の場合、構成員連名で、押印してください） 

 

  愛知勤労身体障害者体育館の指定管理者指定申請を行うにあたり、下記の事項につ

いて真実に相違ありません。 

    

 

 

記 

 

 

 

・指定管理者募集要項第３の１の申請資格要件を満たしています。 

 

・提出した申請書類に虚偽または不正はありません。 
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（様式８） 

 

共同体構成員届 

 

                                                    年  月  日 

 

  愛 知 県 知 事  殿 

 

 

                                      共同体の名称                    

 

                                      構成員（代表者） 所在地 

                                                       名 称 

                                                       代表者氏名      

 

                                      構成員           所在地 

                                                       名 称 

                                                       代表者氏名      

 

                                      構成員      所在地 

                                                       名 称 

                                                       代表者氏名      

 

 

 

 このたび、愛知勤労身体障害者体育館における指定管理者の指定を受けるため、共

同体を結成しましたので届け出ます。 
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（様式９） 

 

愛知勤労身体障害者体育館管理運営業務に関する共同体協定書 

 

第１条 

（目的） 

第２条 

（名称） 

第３条 

（所在地） 

第４条 

（成立の時期及び解散の時期） 

第５条 

（構成員の所在地及び名称） 

第６条 

（代表者の名称） 

第７条 

（代表者の権限） 

第８条 

（構成員の責任） 

第９条 

（権利義務の制限） 

第 10 条 

（構成員の脱退に対する措置） 

第 11 条 

（構成員の破産又は解散に対する措置） 

第 12 条 

（協定書に定めのない事項） 

 

    年  月  日 

                           構成員（代表者）  所在地 

                                             名 称 

                                              代表者氏名           

 

                           構成員             所在地 

                                              名 称 

                                              代表者氏名           

 

 

※上記各条項を参考に共同体の協定書を作成し、提出してください。 
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（様式１０） 

 

委 任 状 

 

 愛 知 県 知 事 殿 

 

 

                                   共同体の名称                    

 

                         構成員（代表者）  所在地 

                                           名 称 

                                           代表者氏名       印 

 

                         構成員             所在地 

                                            名 称 

                                            代表者氏名              印 

 

 

 私は、下記の共同体代表者を代理人と定め、当共同体が存続する間、次の権限を委

任します。 

 

 受任者 

                  所在地    

  共同体の代表者  名 称    

                  代表者氏名 

 

委任事項 

１ 愛知勤労身体障害者体育館の指定管理者申請関係書類の作成及び提出 

２ 愛知県と愛知勤労身体障害者体育館の管理運営業務についての協定書の締結 

３ 愛知勤労身体障害者体育館の管理運営業務についての指定管理料の請求及び受領 
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（様式１１） 

年 月 日 

 

 

 愛知県労働局労働福祉課長 殿 

 

 

                                         （申請者） 

所 在 地 

 

                    団 体 名 

 

                    代表者氏名               

 

 

 

 

愛知勤労身体障害者体育館指定管理者募集に係る現地説明会の参加について 

 

 

  このことについて、下記の担当者が出席します。 

 

 

記 

 

 

参加者名（役職）： 

 

 

 

連絡先 ＴＥＬ： 

        ＦＡＸ： 

        E-mail： 
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（様式１２－１） 

 

 

 

「愛知勤労身体障害者体育館指定管理者申請に係る質疑書」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               法人等名： 

                               代表者名： 

                               担当者名： 

                               Ｔ Ｅ Ｌ： 

                               Ｆ Ａ Ｘ： 

                               Ｅ－mail： 
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（様式１２－２） 

質  疑  書（愛知勤労身体障害者体育館） 

資料名称 

ページ数 

行 数 

質   疑   事   項 回       答 

  

  ※ 用紙が不足する場合は、複写して使用してください。 
 

※資料名称は、本募集要項に関するものは「募集要項」、愛知勤労身体障害者体育館管理運営業務仕様書に関するものは「仕様書」、その他のものについては「その他」と記

入してください。 
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（資料１） 

 

愛 知 勤 労 身 体 障 害 者 体 育 館 案 内 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページアドレス 

   https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/0000004642.html 

 

名鉄一宮 

名鉄名古屋 
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（資料２） 

 

 

 

愛知勤労身体障害者体育館平面図・敷地図 
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（資料３） 

 

愛知勤労身体障害者体育館の利用状況 

  令和４年度 令和５年度 令和６年度 平均 

運営日数（日） 308 309 304 307 

利用日数（日） 308 309 304 307 

身体障害者 

年間利用件数（件） 565 546 608 573 

年間利用人数（人） 4,789 4,636 4,590 4,671.7 

１日平均利用件数（件） 1.8 1.8 2 1.9 

１日平均利用人数 15.5 15 15.1 15.2 

一 般 

年間利用件数（件） 784 836 855 825 

年間利用人数（人） 5,816 5,471 5,887 5,724.7 

１日平均利用件数（件） 2.5 2.7 2.8 2.7 

１日平均利用人数 18.9 17.7 19.4 18.7 

計 

年間利用件数（件） 1,349 1,382 1,463 1,398 

年間利用人数（人） 10,605 10,107 10,477 10,396 

１日平均利用件数（件） 4.4 4.5 4.8 4.6 

１日平均利用人数 34.4 32.7 34.5 33.9 
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（資料４） 

 

現行施設使用料 

 

１ 勤労身体障害者の利用は無料 

２ 一般者の利用 

区分 全部利用 

一部利用 

バレーボール 

一面につき 

バドミントン 

一面につき 

卓球 

一面につき 

２時間 1,800 円 900 円 600 円 300 円 

４時間 3,600 円 1,800 円 1,200 円 600 円 

８時間 5,400 円 2,700 円 1,800 円 900 円 
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（資料５） 

愛知勤労身体障害者体育館の収支状況 

（単位：円） 

区  分 令和４年度実績 令和５年度実績 令和６年度実績 

収
入 

指定管理料収入 19,200,000 19,356,500 19,405,000 

諸収入 64,671 75,486 55,944 

収入計(ａ) 19,264,671 19,431,986 19,460,944 

管
理
運
営
費
䥹
支
出
䥺 

施設管理 

運営費 

人件費 12,434,640 12,460,991 12,830,274 

清掃費 599,940 599,940 599,940 

警備費 321,744 321,744 321,744 

浄化槽保守点検費 594,000 594,000 594,000 

消防設備保守点検

費 

132,000 132,000 132,000 

電気設備点検費 129,360 129,360 129,360 

修繕費 360,820 388,457 372,647 

植栽管理費 376,300 371,650 450,728 

建築設備点検費 55,000 55,000 55,000 

建築物点検費 0 55000 0 

その他管理費 0 0 0 

イベント費 858,358 1,104,870 877,578 

光熱水費 1,447,699 1,176,165 1,253,994 

事務所運営費 1,898,678 2,037,789 1,935,439 

 キャッシュレス
決済に係る経費
（導入費用） 

0 0 0 

キャッシュレス
決済に係る経費
（運用費用） 

0 1,500 0 

管理運営費（支出）計(ｂ) 19,208,539 19,426,966 19,552,704 

収支差(ａ)－(ｂ) 56,132 5,020 △91,760 

※収支差は前年度繰越金で対応 

※キャッシュレス決済業務に係る経費（導入費用）は、決済端末導入費用、環

境整備費用、ＰＯＳレジ導入費用、キャッシュレス決済業務に係る経費（運用

費用）は、決済手数料、保守量、通信費、消耗品費（ロール紙）等 
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（資料６） 

 

地方自治法（抜粋） 

 

昭和二十二年法律第六十七号 

（公の施設） 

第二百四十四条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつて

その利用に供するための施設（これを公の施設という。）を設けるものと

する。 

２ 普通地方公共団体（次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項にお

いて同じ。）は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用すること

を拒んではならない。 

３ 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な

差別的取扱いをしてはならない。 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第二百四十四条の二 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特

別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事

項は、条例でこれを定めなければならない。 

２ 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める

特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占

的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の三分の二以上

の者の同意を得なければならない。 

３ 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必

要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体

であつて当該普通地方公共団体が指定するもの（以下本条及び第二百四十

四条の四において「指定管理者」という。）に、当該公の施設の管理を行

わせることができる。 

４ 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基

準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらか

じめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７ 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関

し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出

しなければならない。 

８ 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する

公の施設の利用に係る料金（次項において「利用料金」という。）を当該
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指定管理者の収入として収受させることができる。 

９ 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除く

ほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この

場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通

地方公共団体の承認を受けなければならない。 

１０ 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設

の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経

理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をする

ことができる。 

１１ 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他

当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、

その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止

を命ずることができる。 

（公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用） 

第二百四十四条の三 普通地方公共団体は、その区域外においても、また、

関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。 

２ 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の

普通地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。 

３ 前二項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なけ

ればならない。 

（公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求） 

第二百四十四条の四 普通地方公共団体の長以外の機関（指定管理者を含

む。）がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、

普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、

当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。 

２ 普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分につい

ての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下する

ときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければ

ならない。 

３ 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べ

なければならない。 

４ 普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審

査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。 
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（資料７） 

 

関係条例・規則 

 

指定管理者による公の施設の管理に関する条例 

 

平成十七年愛知県条例第五十二号 

（趣旨） 

第一条 この条例は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百四

十四条の二第三項の規定に基づき、他の条例に定めがあるものを除くほか、

同項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）に公の施設の

管理を行わせる場合に関し必要な事項を定めるものとする。 

（指定管理者による公の施設の管理） 

第二条 知事又は教育委員会（以下「知事等」という。）は、別に条例で定

めるところにより、その指定する指定管理者に公の施設の管理を行わせる

ことができる。 

（指定の手続） 

第三条 知事等は、指定管理者の指定をしようとするときは、指定管理者に

管理を行わせる公の施設の名称、指定管理者に行わせる公の施設の管理に

関する業務（以下「指定管理者業務」という。）の範囲その他の規則又は

教育委員会規則（以下「規則等」という。）で定める事項を示して、当該

指定を受けようとする法人その他の団体（以下「法人等」という。）を公

募するものとする。 

２ 指定管理者の指定を受けようとする法人等は、規則等で定めるところに

より、申請書に指定管理者業務の実施に関する計画（以下「業務計画」と

いう。）を記載した書類その他規則等で定める書類を添えて、知事等に申

請しなければならない。 

３ 知事等は、指定管理者の指定をするときは、前項の規定により申請した

法人等のうちから、次に掲げる基準により最も適切に指定管理者業務を行

うことができると認めるものを指定するものとする。 

一 業務計画に基づく管理により当該公の施設における県民の平等な利用

の確保が図られること。 

二 業務計画の内容が当該公の施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達

成することができるものであること。 

三 当該法人等が業務計画に基づく当該公の施設の管理を適正かつ確実に

行う能力を有すること。 

四 前三号に掲げるもののほか、知事等が定める基準 

４ 知事等は、指定管理者の指定をしたときは、その旨を公告しなければな
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らない。 

（指定の手続の特例） 

第四条 知事等は、次に掲げる場合には、前条第一項又は第三項の規定によ

らず、指定管理者の指定をすることができる。 

一 前条第一項の規定による公募をした場合において、同条第二項の規定

による申請がなかったとき、又は同条第三項の規定により指定管理者と

して指定することが適当と認められるものがなかったとき。 

二 地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指

定を取り消した場合において、前条第一項の規定による公募をするいと

まがないとき。 

三 前二号に掲げる場合のほか、知事等が特に必要と認めるとき。 

（指定管理者が行う管理の基準） 

第五条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理者業務を行わなけ

ればならない。 

一 関係法令並びに条例及び条例に基づく規則等の規定を遵守し、誠実に

指定管理者業務を行うこと。 

二 当該公の施設を利用しようとする者に対して不当な差別的取扱いをし

ないこと。 

三 指定管理者業務に関連して取得した個人に関する情報その他の情報を

適切に取り扱うこと。 

四 前三号に掲げるもののほか、知事等が定める基準 

（規則等への委任） 

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条の規定は、平成十八年

四月一日から施行する。 
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愛知県労働者福祉施設条例（抜粋） 

 

昭和三十九年愛知県条例第二十三号 

（設置） 

第一条 労働者の福祉を増進するため、労働者福祉施設（以下「施設」とい

う。）を設置する。 

（名称、位置等） 

第二条 施設の名称及び位置並びに施設における業務は、別表第一のとおり

とする。 

（職員） 

第三条 高等技術専門校に、校長その他の職員を置く。 

（施設の利用） 

第四条 次に掲げる者は、当該施設の利用について知事又は校長の許可を受

けなければならない。 

一 愛知勤労身体障害者体育館の運動施設を利用しようとする者 

二 高等技術専門校に普通課程の訓練生として入校しようとし、又は短期

課程の訓練生として入校し、若しくは入校させようとする者 

三 高等技術専門校の施設を利用して認定職業訓練その他の職業訓練、職

業能力検定又は職業訓練に関する試験を実施しようとする者 

２ 高等技術専門校に訓練生として入校させる場合の許可は、選考によるも

のとする。 

３ 知事又は校長は、施設の管理上必要があるときは、第一項第一号及び第

三号の施設の利用の許可に条件を付けることができる。 

（使用料、入校料、授業料及び受講料） 

第五条 前条第一項第一号及び第三号の施設の利用の許可を受けた者からは

別表第二に定める額（特別の設備又は器具を設けて電力を使用する場合に

あつては、その額に実費を勘案して知事が定める額を加算した額）の使用

料を、高等技術専門校の普通課程の訓練生として入校の許可を受けた者か

らは同表に定める額の入校料及び授業料を、高等技術専門校の短期課程

（職業能力開発促進法（昭和四十四年法律第六十四号）第二十三条第一項

第三号に掲げる公共職業訓練に該当するものを除く。）の訓練生として入

校し、又は入校させることについて許可を受けた者からは同表に定める額

の受講料を徴収する。ただし、愛知勤労身体障害者体育館を勤労身体障害

者が利用する場合は、この限りでない。 

２ 使用料、入校料、授業料及び受講料は、次に定めるところにより納付し

なければならない。 

一 使用料については、当該施設の利用開始日までにおいて知事（地方自

治法施行令（昭和二十二年政令第十六号）第百五十八条第一項の規定に

より使用料の徴収の事務を委託する場合にあつては、当該委託を受けた
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者）又は校長が指定する日までに納付すること。 

二 入校料については、入校の日までにおいて校長が指定する日までに納

付すること。 

三 授業料については、規則で定めるところにより納付すること。 

四 受講料については、職業訓練が行われる日までにおいて校長が指定す

る日までに納付すること。 

３ 納付された使用料、入校料、授業料及び受講料は、還付しない。ただし、

使用料については、次に掲げる場合にあつては、この限りでない。 

一 第七条第二項の規定により知事が公共の福祉のために許可を取り消し、

又は利用の中止を命じたとき。 

二 利用者が知事又は校長の承認を受けて利用を中止したとき。 

４ 知事は、貧困、災害その他特別の理由がある者に対しては使用料、入校

料、授業料又は受講料について、学年の中途において退校した者に対して

は授業料について、その全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を延期

することができる。 

５ 使用料、入校料、授業料又は受講料を納期限までに納付しなかつた者か

らは、納付すべき金額（千円未満の端数金額及び千円未満の金額は、切り

捨てる。）に、当該期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年

十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収

する。ただし、延滞金に百円未満の端数があるとき、又は延滞金が百円未

満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

６ 第四項の規定は、前項の延滞金について準用する。 

（利用者の義務） 

第六条 利用者は、施設の利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく

規則の規定並びに第四条第三項の規定により許可に付けられた条件及び知

事又は校長の指示に従うとともに、施設の秩序を乱すような行為をしては

ならない。 

（許可の取消し及び利用の中止命令） 

第七条 知事又は校長は、利用者が前条の規定に違反したときは、第四条第

一項の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。 

２ 知事は、公共の福祉のためやむを得ない理由があるときは、第四条第一

項の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。 

（指定管理者による管理） 

第八条 知事は、法人その他の団体であつて知事が指定するものに、愛知勤

労身体障害者体育館の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせ

ることができる。 

一 第四条第一項の規定により愛知勤労身体障害者体育館の利用を許可す

ること。 

二 第四条第三項の規定により愛知勤労身体障害者体育館の利用の許可に
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条件を付けること。 

三 第五条第三項第二号の規定により利用の中止を承認すること。 

四 第六条の規定により愛知勤労身体障害者体育館の利用に係る指示をす

ること。 

五 前条第一項の規定により愛知勤労身体障害者体育館の利用の許可を取

り消し、又は利用の中止を命ずること。 

六 その他愛知勤労身体障害者体育館を維持管理し、及び運営すること。 

（規則への委任） 

第九条 この条例に定めるもののほか、施設の利用条件その他施設の管理に

関し必要な事項は、規則で定める。 

（過料） 

第十条 詐欺その他不正の行為により、第五条の規定による使用料の徴収を

免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額（当該

五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。）以下の

過料を科する。 

２ 前項に定めるものを除くほか、次の各号のいずれかに該当する者に対し

ては、一万円以下の過料を科する。 

一 第四条第三項の規定により許可に付けられた条件に違反して施設を利

用した者 

二 第七条の規定による許可の取消し又は利用の中止命令に違反して施設

を利用した者 

三 その他不正の方法により許可を受けて施設を利用した者 

３ 第六条の規定に違反して施設の秩序を乱した者に対しては、五千円以下

の過料を科する。 

附 則（平成三十一年三月二十二日条例第二十九号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。 

（愛知県手数料条例の一部改正） 

２ 愛知県手数料条例（平成十二年愛知県条例第二十号）の一部を次のよう

に改正する。 

（次のよう略） 

別表第一（第二条関係） 

 

 名称 位置 業務  

 愛知勤労身体障害

者体育館 
稲沢市 

勤労身体障害者の体育の向上を図るため、運動

施設を利用させること。 

 

 （略）    
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別表第二（第五条関係） 

 

 

施設の名

称 

使用料、

入校料、

授業料及

び受講料

の名称 

区分 単位 

使用料、入校

料、授業料及び

受講料の額（単

位円） 

 

 愛知勤労

身体障害

者体育館 

運動施設

使用料 

全部利用 二時間につき 一、八〇〇

  四時間につき 三、六〇〇

  八時間につき 五、四〇〇

    
一部利用 

二時間につき 九〇〇円以内で

知事が定める額 

 

     

  

四時間につき 一、八〇〇円以

内で知事が定め

る額 

 

     

  

八時間につき 二、七〇〇円以

内で知事が定め

る額 

 

 （略）      
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愛知勤労身体障害者体育館管理規則（抜粋） 

 

昭和四十五年愛知県規則第六十号 

（趣旨） 

第一条 この規則は、愛知勤労身体障害者体育館（以下「体育館」という。）

の管理に関する事項を定めるものとする。 

（休館日） 

第二条 体育館の休館日は、次のとおりとする。 

一 月曜日（当該月曜日が国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百

七十八号）に規定する休日（以下「休日」という。）に該当する場合は、

その翌日以降の最初の休日でない日） 

二 十二月二十九日から翌年一月三日まで 

２ 知事は、必要があると認めるときは、臨時に前項の休館日を変更し、又は

同項の休館日のほかに休館日を設けることができる。 

３ 愛知県労働者福祉施設条例（昭和三十九年愛知県条例第二十三号。以下

「条例」という。）第八条の規定により知事が指定する法人その他の団体

（以下「指定管理者」という。）は、必要があると認めるときは、知事の承

認を受けて、臨時に第一項の休館日を変更し、又は同項の休館日のほかに休

館日を設けることができる。 

（利用時間） 

第三条 体育館の利用時間は、火曜日から土曜日までは午後零時三十分から午

後九時三十分までとし、日曜日及び休日は午前八時三十分から午後五時三十

分までとする。 

２ 知事は、必要があると認めるときは、臨時に前項の利用時間を変更するこ

とができる。 

３ 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を受けて、臨時に

第一項の利用時間を変更することができる。 

（入館の禁止等） 

第四条 知事（指定管理者がある場合にあつては、指定管理者。第十条を除き、

以下同じ。）は、めいてい者その他体育館の秩序を乱し、若しくは乱すおそ

れがある者又は体育館の施設に損害を加え、若しくは加えるおそれがある者

に対し、体育館への立入りを禁じ、又は立ち退かせることができる。 

（利用の許可） 

第五条 運動施設を利用しようとする者は、利用許可申請書（様式第一）を知

事に提出しなければならない。 

２ 知事は、運動施設の利用を許可したときは、速やかに利用許可書（様式第

二）を申請者に交付するものとする。 

３ 前二項の規定により利用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）の

運動施設を利用する権利は、他人に譲渡し、又は転貸することができない。 
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（利用の変更の許可） 

第六条 利用者は、利用日時その他利用許可書に記載された事項を変更しよう

とするときは、利用変更許可申請書（様式第三）に利用許可書を添えて知事

に提出し、その許可を受けなければならない。 

（利用の取消しの承認） 

第七条 利用者は、運動施設の利用の取消しをしようとするときは、利用取消

申込書（様式第四）に利用許可書を添えて知事に提出し、その承認を受けな

ければならない。 

（利用後の届出） 

第八条 利用者は、運動施設の利用を終わり、又は利用を中止したときは、速

やかに利用した設備を原状に回復し、その旨を知事に届け出なければならな

い。 

（指示及び調査） 

第九条 知事は、体育館の秩序の維持及び管理上必要があると認めるときは、

利用者に対し、体育館の利用に関し指示をし、又は利用中の施設に職員を立

ち入らせ、利用の状況を調査させることができる。 

（雑則） 

第十条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理に関し必要な事項は、知

事が定める。 

２ 指定管理者は、前項の規定により知事が定めるもののほか、知事の承認を

受けて、体育館の管理に関し必要な事項を定めることができる。 

附 則（令和元年六月二十八日規則第四十九号） 

この規則は、令和元年七月一日から施行する。 

 


